
２０２３年１０⽉１⽇�完全施⾏！

アスベスト調査
⽯綿含有建材調査者による事前調査の 義務化

２０２３年１０月～

法改正

２０２２年　４月～

事前調査結果の報告の対象となる⼯事・規模
工事の対象

全ての建築物

特定の工作物

工事の種類

解体

解体・改修

改修

報告対象となる範囲

解体部分の床面積の合計が８０㎡以上

請負金額が税込１００万円以上

請負金額が税込１００万円以上

事前調査の結果を労働基準監督署⻑及び都道府県に提出する義務
が発⽣します

⽯綿含有の有無を問わず

有資格者による事前調査の実施が義務化

石綿含有物の有無の事前調査結果の報告が義務化



ご不明な点、お⾒積り依頼等お気軽にお問い合わせ下さい
弊社では複数名の有資格者による⽯綿調査が可能です

①書⾯調査

設計図書等から竣⼯年度や使われている
建材を確認し、⽯綿の有無を判定しま
す。※2006年9⽉1⽇以降の着⼯が確
認された場合は調査は不要。

②試料採取

書⾯・⽬視調査の結果から⽯綿の含有が
不明の場合、分析調査を実施します。建
材の⼀部を、粉塵が舞わないように、ま
た吸わないように対策を取った上で採取
します。

③試料分析

採取した試料をＪＩＳ�Ａ�１４８１に基
づいて分析試験を⾏い⽯綿含有の有無を
判定します。分析した試料は層別に⽯綿
の含有が判断されます。

調査⽅法

種類と製造時期

【本社・⻄⽇本事業部】
 〒673-0028��
 兵庫県明⽯市硯町3-4-7
 TEL(078)920-2251

【東⽇本事業部】
 〒136-0071��
 東京都江東区⻲⼾2-36-12
 TEL(03)5628-5556

【中⽇本営業所】
 〒451-0051��
 愛知県名古屋市⻄区則武新町4-3-12
 TEL(052)433-7887


